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３．人生の最終段階における医療提供体制の整備
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医療機関向けリーフレット 平成27年3月厚生労働省作成



患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療の実現に向けた取組
人生の最終段階における医療体制整備事業

モデル事業の評価機関

 ガイドラインに準拠した医療・ケアチームに対する研修会の開催
 モデル事業を実施する医療機関に対する支援・進捗管理・評価 等

 人生の最終段階における医療に係る相談にのる医療・ケアチームを配置する。（医療・ケ
アチームのメンバーは評価機関が開催する研修会を受講する。）

 相談員は患者からの相談に応じるとともに、必要に応じて関係者の調整を行う。
 医療内容の決定が困難な場合は、複数の専門職種からなる倫理委員会を設置する。
 事業実施においては、研究機関と連携するとともに、事業の評価に必要な報告等を行う。

医療機関
（26年度は10か所。27年度は5か所。）

【医療・ケアチーム】
医師（必須）、看護
師、MSW等

研修、事業支援、
進捗管理等

実施状況、評価に必
要な報告等

【背景・課題】
 人生の最終段階における医療について、医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、患者が医療従事者と話
し合いを行い、患者本人による決定を基本として、進めることが重要。

 このため、平成１９年に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」を策定し、周知を図っている
が、医療従事者に十分認知されているとは言えない状況である中※、人生の最終段階における医療に係るより充実した体制
整備が求められている（社会保障制度改革推進法、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律）。※平成24年度人生の最終段階にお
ける医療に関する意識調査
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平成26年度予算 54百万円 10か所
平成27年度予算 32百万円 5か所
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医療・
ケアチーム
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平成26／27年度人生の最終段階における医療体制整備事業 参加医療機関

NO. 都道府県 平成26年度 参加医療機関名 病床数

1 北海道 社会医療法人恵和会 西岡病院 98
2 岩手県 岩手県立二戸病院 300
3 千葉県 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 925
4 東京都 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 550
5 新潟県 南魚沼市立ゆきぐに大和病院 199
6 長野県 諏訪赤十字病院 455
7 岐阜県 独立行政法人国立病院機構 長良医療センター 468
8 大阪府 独立行政法人 国立循環器病研究センター 612
9 徳島県 医療法人凌雲会 稲次整形外科病院 48
10 熊本県 社会医療法人芳和会 くわみず病院 100

NO. 都道府県 平成27年度 参加医療機関名 病床数

1 北海道 医療法人財団 老蘇会 静明館診療所 0
2 群馬県 公立富岡総合病院 341
3 東京都 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 782
4 愛知県 春日井市民病院 556
5 福井県 オレンジホームケアクリニック 0

【北海道】
社会医療法人恵和会

西岡病院

【大阪府】
独立行政法人

国立循環器病研究センター

【徳島県】
医療法人凌雲会
稲次整形外科病院

【新潟県】
南魚沼市立ゆきぐに大和病院

【東京都】
地方独立行政法人

東京都健康長寿医療センター

【岐阜県】
独立行政法人国立病院機構

長良医療センター

【熊本県】
社会医療法人芳和会
くわみず病院

【長野】
諏訪赤十字病院

【岩手県】
岩手県立二戸病院

【福井県】
オレンジホームケアクリニック

【愛知県】
春日井市民病院

【群馬県】
公立富岡総合病院

【東京都】
独立行政法人

国立病院機構東京都医療センター

【北海道】
医療法人財団老蘇会
静明館診療所

【千葉県】
亀田総合病院
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不安や心配が和らいだ

不安や心配がかえって強くなった

患者、家族間の話し合いが深まった

患者、家族間の話し合いを始めるきっかけになった

今までわからなかったことを理解することができた

悩みなど自分たちの思いが医療者にわかってもらえた気がする

患者の希望がより尊重されたと思う

家族の希望がより尊重されたと思う

あまり知りたくない内容だと感じた

縁起でもないと感じた

相談に同席していない家族に病状などを伝えやすくなった

「しておきたいと考えていたこと」をすることができた

そうは思わない あまりそう思わない 少しそう思う そう思う とてもそう思う

人生の最終段階における医療にかかる相談に対する患者の満足度

 相談を受けた患者へのアンケート調査によると、「患者の希望がより尊重されたと思う」と回答した者が89%に
達した。（「とてもそう思う」「そう思う」「少しそう思う」の合算）
次に多かったのは、「家族の希望が尊重されたと思う」（86%）と「今まで分からなかったことを理解すること
ができた」（86％）であるが、不安軽減や家族間の話し合いにも役に立っている。

 一方で、「あまり知りたくない内容だと感じた」と評価する者も存在し、患者の心の準備状態に沿った相談支援
を行うことが重要である。

【相談に関するアンケート調査結果（回答率26.7%：106人/397人中】
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【背景・課題】
 高齢化が進展し、年間死亡者数が増加していく中で、人生の最終段階における医療のあり方が大きな課題となる。
 人生の最終段階における医療について、医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、患者が医療従事者と話し合いを行い、患者
本人による決定を基本として進めることが重要であり、厚生労働省では、こうした合意形成のプロセスを示す「人生の最終段階における医療の決
定プロセスに関するガイドライン」（平成19年策定、平成26年改称）を策定し、周知を図ってきた。

 しかしながら、平成25年の調査によれば、当該ガイドラインは医療従事者に十分認知されているとは言えず、人生の最終段階における医療に関
する研修も十分に行われていない状況である。

【事業内容】

 平成26、27年のモデル事業の成果を踏まえ、国において、人生の最終段階における医療に関する患者の相談に適切に対応できる医療・ケア
チーム（医師、看護師等）の育成研修を全国展開することで、患者の相談体制の基盤を強化する。

H26～27年度
試行事業（15医療機関）

H28年度
全国の主要都市で人材育成研修を実施

【事業概要】
・全国の主要都市で研修を実施
・200以上の医療機関での医療ケアチーム養成を目標
とする。

【ポイント】
・医療機関単位（チーム単位）で研修に参加させる
ことで、現場で即効的な対応が可能

・研修修了者に伝達研修を行うよう求め、また関係
学会等とも連携・協力しながら研修を実施する
ことで、横展開を推進

【医療・ケアチーム】
医師、看護師、MSW等

試行事業で医療・ケアチーム研修の
効果を確認
・医療機関の相談対応力の向上
・患者家族の満足度の向上

⇒全国普及のための事業へ

15か所の医療機関に、患者の
相談に乗る医療・ケアチームを
配置

患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療の実現に向けた取組
人生の最終段階における医療体制整備事業 平成28年度予算

61百万円
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１日目

開始 終了 時
間 プログラム 主旨、構成内容

13:00 13:30 30 開場

13:30 13:40 10 ОＲ・
事務連絡

13:40 13:50 10 アンケート記入

13:50 14:50 60 講義４ 臨床における倫理の基礎

14:50 15:00 10 休 憩

15:00 15:50 50 講義５ 意思決定に関連する法的
な知識

15:50 16:00 10 休 憩

16:00 16:30 30 講義１ 倫理的な問題を含む意思
決定をどう進めるか？

16:30 17:15 45 講義２
「人生の最終段階における
医療の決定プロセスに関
するガイドライン」の解説

17:15 17:25 10 休 憩

17:25 18:25 60
スモール
グループ
ディスカッション

多職種カンファレンスを効
果的に行うには

18:25 18:30 5 事務連絡

２日目

開始 終了 時
間 プログラム 主旨、構成内容

08:50 09:00 10 事務連絡

09:00 09:50 50 講義３ アドバンス・ケア・プランニ
ングとは

09:50 10:00 10 休 憩

10:00 11:15 75 ロールプレイ１ もしも、のときについて話し
合いを始める

11:15 12:00 45 ロールプレイ２ 代理決定者を選定する

12:00 13:00 60 昼 食

13:00 14:15 75 ロールプレイ３
治療の選好を尋ね、最善
の選択を支援する代理決
定者の裁量権を尋ねる

14:15 14:30 15 休 憩

14:30 15:00 30 講義５ 患者・家族の意向を引き継
ぐには

15:00 15:30 30
スモール
グループ
ディスカッション

明日への課題

15:30 15:45 15 修了式

15:45 16:00 15 事務連絡・アンケート記入・解散

人生の最終段階における医療にかかる相談員の研修会 プログラム案（平成2８年度開催分）

※ 他に１日研修タイプを予定。その場合は、講義４、講義５の事前学習を実施予定。
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４．今後の取組
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外来通院や医療機関以外の場面における取組
（今後拡充する取組）

主に入院や在宅療養の場面における
医療機関の取組（既存の取組）

◆医療・ケアチーム育成のための
全国研修 【H26～】 （継続）
・平成26、27年度にモデル事業として15チーム
・平成28年度は200チーム以上の育成を想定
した全国研修を実施（10月以降を予定）

◆人生の最終段階における医療の決定
プロセスに関するガイドライン 【H19】
・医療機関が実践すべきプロセスを示す指針

◆住民向けの普及啓発ツールの
作成 （※既存の研修事業を拡充して対応）

・人生の最終段階における医療につい
て、通院患者や住民に提供すべき内容の
検討、情報の標準化。

・例えば、通院患者に対しての外来での
説明や市民講座での普及・啓発等、重症
となる前からの幅広い対象者を想定し、
わかりやすい情報提供を目指す。

◆在宅医療・救急医療連携セミ
ナー （※新規）

・居宅や介護施設等で療養する高齢
者の救急搬送件数は年々増加。

・患者の意思に反した医療処置や搬
送が行われることのないよう、救急医
療機関、消防機関、在宅医療機関な
どが、患者の意思を情報共有するた
めの連携ルール等の策定を支援。

【対応方針】
 人生の最終段階における医療については、患者・家族に十分に情報が提供された上で、これに基づいて患者が医療従事者と
話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本として行われることが重要である。

 国はこれまで、医療機関で行う相談支援に着目し、
・ 患者・家族と医療従事者が、最善の医療やケアについて話し合うプロセスを示すガイドラインを策定し、
・ 医療機関において患者の相談に対応する医療ケアチーム（医師、看護師等）の育成事業を実施

 今後、人生の最終段階における医療の体制をさらに充実するため、入院や在宅療養の前段階など、死が差し迫った状況とな
る前からの幅広い場面をターゲットとした取組を拡充していく。

人生の最終段階における医療の体制整備

◆人生の最終段階における医療に係る検討会の実施【H29～】
・昭和62年～概ね５年毎に調査、検討会を実施。人生の最終段階における医療や在宅医療の推進に資する基礎データを収集し、検討を予定。
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